






































































































































































































































































































































































































































核 燃 料 物 質 使 用 変 更 許 可 申 請 書 の 一 部 補 正

新 旧 対 照 表

本文・・・・・・・・・・・・・・・・・

本文図面・・・・・・・・・・・・・・・

添付書類１・・・・・・・・・・・・・・

（使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に

関する説明書（事故に関するものを除く。））

添付書類２・・・・・・・・・・・・・・

（想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に

応ずる災害防止の措置に関する説明書）

高レベル放射性物質研究施設

別 添 10

本－１～３

本図－１～２

添１－１～７

変更なし



変 更 前 補 正 後 変更理由

新旧対照表 高レベル放射性物質研究施設 本 文 変更箇所を で示す。

本－1

1．名称及び住所並びに代表者の氏名 （省略）

2．使用の目的及び方法 （省略）

3．核燃料物質の種類 （省略）

4．使用の場所 （省略）

5．予定使用期間及び年間予定使用量 （省略）

6．使用済燃料の処分の方法 （省略）

7．使用施設の位置、構造及び設備

7－1 使用施設の位置  （省略）

1．名称及び住所並びに代表者の氏名  （変更なし）

2．使用の目的及び方法  （変更なし）

3．核燃料物質の種類  （変更なし）

4．使用の場所  （変更なし）

5．予定使用期間及び年間予定使用量  （変更なし）

6．使用済燃料の処分の方法  （変更なし）

7．使用施設の位置、構造及び設備

7－1 使用施設の位置    （変更なし）



変 更 前 補 正 後 変更理由

新旧対照表 高レベル放射性物質研究施設 本 文 変更箇所を で示す。

本－2

使用施設の名称 構 造 床面積（m2） 設 計 仕 様

管理棟 鉄筋コンクリー
ト
耐火構造
地上2階

延床面積
約 1 140

1階 約 830

2階 約 310

耐震構造：水平震度 0.2

耐火構造：消防法に基づく

研究棟 鉄筋コンクリー
ト
耐火構造
地下1階、
地上3階

延床面積
約 6 170

地階 約 1 960

1階 約 2 060

2階 約 1 900

3階 約 250

耐震構造：水平震度 0.3

耐火構造：消防法に基づく
閉じ込め：管理区域内は、以下のように

外気に対して負圧に維持する。
区域区分：グリーン、アンバー、レッド

の3区域
グリーン区域

線量率 12.5 μSv/h以下
負圧 －20～－70 Pa

アンバー区域
線量率 200 μSv/h以下
負圧 －80～－150 Pa

レッド区域
線量率 200 μSv/hを超える
負圧 －200～－500 Pa

床：汚染の可能性のある室の床は、塩化
ビニルシート、エポキシ樹脂ライニ
ング又はウレタン系塗装、その他の
室はプラスチックタイル、塩化ビニ
ル樹脂塗装又はエポキシ樹脂塗装仕
上げとする。

壁：塩化ビニル樹脂塗装又はエポキシ樹
脂塗装

天井：塩化ビニル樹脂塗装又はポリウレ
タン樹脂塗装

使用施設の名称 構 造 床面積（m2） 設 計 仕 様

管理棟 鉄筋コンクリー
ト
耐火構造
地上2階

延床面積
約 1 140

1階 約 830

2階 約 310

耐震構造：水平震度 0.2

耐火構造：建築基準法に基づく

研究棟 鉄筋コンクリー
ト
耐火構造
地下1階、
地上3階

延床面積
約 6 170

地階 約 1 960

1階 約 2 060

2階 約 1 900

3階 約 250

耐震構造：水平震度 0.3

耐火構造：建築基準法に基づく
閉じ込め：管理区域内は、以下のように

外気に対して負圧に維持する。
区域区分：グリーン、アンバー、レッド

の3区域
グリーン区域

線量率 12.5 μSv/h以下
負圧 －20～－70 Pa

アンバー区域
線量率 200 μSv/h以下
負圧 －80～－150 Pa

レッド区域
線量率 200 μSv/hを超える
負圧 －200～－500 Pa

床：汚染の可能性のある室の床は、塩化
ビニルシート、エポキシ樹脂ライニ
ング又はウレタン系塗装、その他の
室はプラスチックタイル、塩化ビニ
ル樹脂塗装又はエポキシ樹脂塗装仕
上げとする。

壁：塩化ビニル樹脂塗装又はエポキシ樹
脂塗装

天井：塩化ビニル樹脂塗装又はポリウレ
タン樹脂塗装

・設計仕様の耐
火構造に基づく
法令名称の適正
化を図るため。

7－2 使用施設の構造 7－2 使用施設の構造

・設計仕様の耐
火構造に基づく
法令名称の適正
化を図るため。



変 更 前 補 正 後 変更理由

新旧対照表 高レベル放射性物質研究施設 本 文 変更箇所を で示す。

8．貯蔵施設の位置、構造及び設備 （省略）

9．廃棄施設の位置、構造及び設備 （省略）

本－3

使用設備の名称 個数 仕 様

（省略） （省略）

（放射線管理設備） 放射線管理機器配置図を図7-3-1～図7-3-3に示す。

排気モニタ 1 個 耐震設計：水平震度0.36

α線用空気モニタ 5 個 耐震設計：水平震度0.24

β線用空気モニタ 11 個 耐震設計：水平震度0.24

（記載なし） （記載なし）

（記載なし） （記載なし）

その他 1 式 γ線用エリアモニタ、中性子線用エリアモニタ、エアスニ
ファ、退出モニタ等

（省略） （省略）

7－3 使用施設の設備 7－3 使用施設の設備

8．貯蔵施設の位置、構造及び設備 （変更なし）

9．廃棄施設の位置、構造及び設備 （変更なし）

（省略）

使用設備の名称 個数 仕 様

（変更なし） （変更なし）

（放射線管理設備） 放射線管理機器配置図を図7-3-1～図7-3-3に示す。

排気モニタ 1 個 耐震設計：水平震度0.36

α線用空気モニタ 5 個 耐震設計：水平震度0.24

β線用空気モニタ 11 個 耐震設計：水平震度0.24

γ線用エリアモニタ 19  個 耐震設計：水平震度0.24

中性子線用エリアモニタ 2    個 耐震設計：水平震度0.24

その他 1 式 エアスニファ、退出モニタ等

（変更なし） （変更なし）

（変更なし）

・既に使用施設
等の位置構造及
び設備の基準に
関する規則（以
下、「使用許可
基準規則」とい
う。）の要求事
項を満足してい
るが、他の施設
の核燃料物質使
用変更許可申請
書との整合を図
るため、γ線用
エリアモニタ及
び中性子線用エ
リアモニタの個
数及び仕様を明
確化する。なお、
本変更により使
用許可基準規則
の要求事項を満
足していること
に変わりはなく、
設計変更及び工
事は伴わない。





変 更 前 補 正 後 変更理由

新旧対照表 高レベル放射性物質研究施設 本文図面 変更箇所を で示す。

本図－2

・既に使用許可
基準規則の要求
事項を満足して
いるが、極低レ
ベル廃液貯槽(2)
から蒸発缶に移
送する配管経路
を適正化する。
なお、本変更に
より使用許可基
準規則の要求事
項を満足してい
ることに変わり
はなく、設計変
更及び工事は伴
わない。

・既に使用許可
基準規則の要求
事項を満足して
いるが、極低レ
ベル廃液貯槽(2)
のオフガス配管
経路を適正化す
る。なお、本変
更により使用許
可基準規則の要
求事項を満足し
ていることに変
わりはなく、設
計変更及び工事
は伴わない。



変 更 前 補 正 後 変更理由

新旧対照表 高レベル放射性物質研究施設 添付書類１ 変更箇所を で示す。

本施設における安全上重要な施設の有無について （変更なし）

[1] 閉じ込めの機能

第二条 使用施設等は、放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込めることができるもので
なければならない。

1. 管理区域

空間線量率、水中あるいは空気中の放射性物質濃度及び表面密度が、核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年原子力規

制委員会告示第8号）（以下、「線量告示」という。）によって定められた値を平常時に超える

か、その可能性がある区域はすべて管理区域とし、さらに、その区域をその空間線量率の高低

及び汚染の可能性によって3種類の区域に区分し、出入管理を実施する。

また、各区域には内外の負圧差を設け、放射性物質の空気汚染拡大を防いでいる。管理区域

への立入は原則として更衣室を通じて行う。更衣室では備えつけの退出モニタ又はサーベイ

メータにより、放射線業務従事者等の退出時に汚染検査を行う。（以下、変更なし）

2. 内部被ばく対策 （変更なし）

3. 放射性溶液の漏えい対策 （変更なし）

[2] 遮へい （変更なし）

第三条 使用施設等は、放射性物質からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものでなけ
ればならない。

[3] 火災等による損傷の防止 （変更なし）

第四条 使用施設等は、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の
発生を防止することができ、かつ、火災及び爆発の影響を軽減する機能を有するもので
なければならない。

2 使用前検査対象施設には、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、前項に定め
るもののほか、消火を行う設備（次項において「消火設備」という。）及び早期に火災発生
を感知する設備を設けなければならない。

3 消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全機能
を損なわないものでなければならない。

[4] 立入りの防止 （変更なし）

第五条 使用施設等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、柵その他の区画

物及び標識を設けなければならない。

2 使用施設等には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることを制

限するため、当該区域の境界に柵その他の人の侵入を防止するための設備又は標識を設けな
ければならない。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、こ
の限りでない。

添１－1

本施設における安全上重要な施設の有無について （省略）

[1] 閉じ込めの機能

第二条 使用施設等は、放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込めることができるもので
なければならない。

1. 管理区域

空間線量率、水中あるいは空気中の放射性物質濃度及び表面密度が、核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年原子力規

制委員会告示第8号）（以下、「線量告示」という。）によって定められた値を平常時に超える

か、その可能性がある区域はすべて管理区域とし、さらに、その区域をその空間線量率の高低

及び汚染の可能性によって3種類の区域に区分し、出入管理を実施する。

また、各区域には内外の負圧差を設け、放射性物質の空気汚染拡大を防いでいる。管理区域

への立入は原則として更衣室を通じて行う。更衣室では備えつけの退出モニタにより、放射線

業務従事者等の退出時に汚染検査を行う。（以下、省略）

2. 内部被ばく対策 （省略）

3. 放射性溶液の漏えい対策 （省略）

[2] 遮へい （省略）

第三条 使用施設等は、放射性物質からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものでなけ
ればならない。

[3] 火災等による損傷の防止 （省略）

第四条 使用施設等は、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の
発生を防止することができ、かつ、火災及び爆発の影響を軽減する機能を有するもので
なければならない。

2 使用前検査対象施設には、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、前項に定め

るもののほか、消火を行う設備（次項において「消火設備」という。）及び早期に火災発生
を感知する設備を設けなければならない。

3 消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全機能
を損なわないものでなければならない。

[4] 立入りの防止 （省略）

第五条 使用施設等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、柵その他の区画

物及び標識を設けなければならない。

2 使用施設等には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることを制
限するため、当該区域の境界に柵その他の人の侵入を防止するための設備又は標識を設けな
ければならない。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、こ
の限りでない。

・既に使用許可
基準規則の要求
事項を満足して
いるが、汚染を
検査する設備に
ついて、サーベ
イメータを用い
る場合もあるた
め 、 サ ー ベ イ
メータを追記し
明確化する。な
お、本変更によ
り使用許可基準
規則の要求事項
を満足している
ことに変わりは
なく、設計変更
及び工事は伴わ
ない。



変 更 前 補 正 後 変更理由

新旧対照表 高レベル放射性物質研究施設 添付書類１ 変更箇所を で示す。

[5] 自然現象による影響の考慮 （変更なし）

第六条 使用施設等（使用前検査対象施設を除く。）は、想定される自然現象による当該使用
施設等への影響を適切に考慮したものでなければならない。

[6] 核燃料物質の臨界防止 （変更なし）

第七条 使用前検査対象施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核
的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。

2 使用前検査対象施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設
けなければならない。

[7] 使用前検査対象施設の地盤 （変更なし）

第八条 使用前検査対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（安全機能を有する
使用前検査対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪
失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下この条及び次条
において「耐震重要施設」という。）にあっては、同条第三項の地震力を含む。）が作
用した場合においても当該使用前検査対象施設を十分に支持することができる地盤に設
けなければならない。

2 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設
けなければならない。

3 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

[8] 地震による損傷の防止 （変更なし）

第九条 使用前検査対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。
2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある使用前検査対象施設の安全機能の

喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。
3 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震に

よる加速度によって作用する地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ
ればならない。

4 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機
能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

[9] 津波による損傷の防止 （変更なし）

第十条 使用前検査対象施設は、その供用中に当該使用前検査対象施設に大きな影響を及ぼす
おそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

[10] 外部からの衝撃による損傷の防止 （変更なし）

第十一条 使用前検査対象施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において
同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

2 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計評価事故時に生ずる応力を
適切に考慮したものでなければならない。

3 使用前検査対象施設は、工場等内又はその周辺において想定される当該使用前検査対象施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも
のを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならない

添１－2

[5] 自然現象による影響の考慮 （省略）

第六条 使用施設等（使用前検査対象施設を除く。）は、想定される自然現象による当該使用
施設等への影響を適切に考慮したものでなければならない。

[6] 核燃料物質の臨界防止 （省略）

第七条 使用前検査対象施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核
的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。

2 使用前検査対象施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設
けなければならない。

[7] 使用前検査対象施設の地盤 （省略）

第八条 使用前検査対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（安全機能を有する
使用前検査対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪
失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下この条及び次条
において「耐震重要施設」という。）にあっては、同条第三項の地震力を含む。）が作
用した場合においても当該使用前検査対象施設を十分に支持することができる地盤に設
けなければならない。

2 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設
けなければならない。

3 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

[8] 地震による損傷の防止 （省略）

第九条 使用前検査対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。
2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある使用前検査対象施設の安全機能の

喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。
3 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震に

よる加速度によって作用する地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ
ればならない。

4 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機
能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

[9] 津波による損傷の防止 （省略）

第十条 使用前検査対象施設は、その供用中に当該使用前検査対象施設に大きな影響を及ぼす
おそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

[10] 外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

第十一条 使用前検査対象施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において
同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

2 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計評価事故時に生ずる応力を
適切に考慮したものでなければならない。

3 使用前検査対象施設は、工場等内又はその周辺において想定される当該使用前検査対象施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも
のを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならない
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[11] 使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 （省略）

第十二条 使用前検査対象施設が設置される工場等には、使用前検査対象施設への人の不法な
侵入、使用前検査対象施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、
又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するための設備を設け
なければならない。

2 使用前検査対象施設が設置される工場等には、必要に応じて、不正アクセス行為（不正アク
セス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不
正アクセス行為をいう。）を防止するための設備を設けなければならない。

[12] 溢水による損傷の防止 （省略）

第十三条 使用前検査対象施設は、その施設内における溢水が発生した場合においても安全機
能を損なわないものでなければならない。

[13] 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （省略）

第十四条 使用前検査対象施設は、その施設内における化学薬品の漏えいが発生した場合にお
いても安全機能を損なわないものでなければならない。

[14] 飛散物による損傷の防止 （省略）

第十五条 使用前検査対象施設は、その施設内の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、安
全機能を損なわないものでなければならない。

[15] 重要度に応じた安全機能の確保 （省略）

第十六条 使用前検査対象施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたも
のでなければならない。

2 安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障（単一の原因によって一つの機械又は器具が

所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。）が発生し
た場合においてもその機能を損なわないものでなければならない。

[16] 環境条件を考慮した設計 （省略）

第十七条 使用前検査対象施設は、通常時及び設計評価事故時に想定される全ての環境条件に
おいて、安全機能を発揮することができるものでなければならない。

[17] 検査等を考慮した設計 （省略）

第十八条 使用前検査対象施設は、当該使用前検査対象施設の安全機能を確認するための検査
又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければな
らない。

[18] 使用前検査対象施設の共用 （省略）

第十九条 使用前検査対象施設は、他の原子力施設又は同一の工場等内の他の使用施設等と共
用する場合には、使用前検査対象施設の安全性を損なわないものでなければならない。

[11] 使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 （変更なし）

第十二条 使用前検査対象施設が設置される工場等には、使用前検査対象施設への人の不法な
侵入、使用前検査対象施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、
又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するための設備を設け
なければならない。

2 使用前検査対象施設が設置される工場等には、必要に応じて、不正アクセス行為（不正アク
セス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不
正アクセス行為をいう。）を防止するための設備を設けなければならない。

[12] 溢水による損傷の防止 （変更なし）

第十三条 使用前検査対象施設は、その施設内における溢水が発生した場合においても安全機
能を損なわないものでなければならない。

[13] 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （変更なし）

第十四条 使用前検査対象施設は、その施設内における化学薬品の漏えいが発生した場合にお
いても安全機能を損なわないものでなければならない。

[14] 飛散物による損傷の防止 （変更なし）

第十五条 使用前検査対象施設は、その施設内の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、安
全機能を損なわないものでなければならない。

[15] 重要度に応じた安全機能の確保 （変更なし）

第十六条 使用前検査対象施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたも
のでなければならない。

2 安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障（単一の原因によって一つの機械又は器具が

所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。）が発生し
た場合においてもその機能を損なわないものでなければならない。

[16] 環境条件を考慮した設計 （変更なし）

第十七条 使用前検査対象施設は、通常時及び設計評価事故時に想定される全ての環境条件に
おいて、安全機能を発揮することができるものでなければならない。

[17] 検査等を考慮した設計 （変更なし）

第十八条 使用前検査対象施設は、当該使用前検査対象施設の安全機能を確認するための検査
又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければな
らない。

[18] 使用前検査対象施設の共用 （変更なし）

第十九条 使用前検査対象施設は、他の原子力施設又は同一の工場等内の他の使用施設等と共
用する場合には、使用前検査対象施設の安全性を損なわないものでなければならない。
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[19] 誤操作の防止 （変更なし）

第二十条 使用前検査対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければなら
ない。

2 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

[20] 安全避難通路等 （変更なし）

第二十一条 使用前検査対象施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。
一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明

三 設計評価事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用
の電源

[21] 貯蔵施設 （変更なし）

第二十三条 貯蔵施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質を貯蔵するための施設又は
設備を設けなければならない。

一 核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものであること。

二 核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置
を講じたものであること。

三 標識を設けるものであること。

2 貯蔵施設には、核燃料物質を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設
けなければならない。

[22] 廃棄施設 （変更なし）

第二十四条 廃棄施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を処理するための施設又
は設備を設けなければならない。

一 管理区域内の人が常時立ち入る場所及び周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度を
低減できるよう、使用施設等において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するも
のであること。ただし、空気中に放射性物質が飛散するおそれのないときは、この限り
でない。

二 周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を低減できるよう、使用施設等にお
いて発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること。

2 廃棄施設には、放射性廃棄物を保管廃棄する場合は、次に掲げるところにより、保管廃棄施
設を設けなければならない。

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものであること。

二 外部と区画されたものであること。

三 放射性廃棄物を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設けるもので
あること。

四 放射性廃棄物を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措
置を講じたものであること。

3 放射性廃棄物を廃棄するための施設又は設備には、標識を設けなければならない。
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[19] 誤操作の防止 （省略）

第二十条 使用前検査対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければなら
ない。

2 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

[20] 安全避難通路等 （省略）

第二十一条 使用前検査対象施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。
一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明

三 設計評価事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用
の電源

[21] 貯蔵施設 （省略）

第二十三条 貯蔵施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質を貯蔵するための施設又は
設備を設けなければならない。

一 核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものであること。

二 核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置
を講じたものであること。

三 標識を設けるものであること。

2 貯蔵施設には、核燃料物質を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設
けなければならない。

[22] 廃棄施設 （省略）

第二十四条 廃棄施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を処理するための施設又
は設備を設けなければならない。

一 管理区域内の人が常時立ち入る場所及び周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度を
低減できるよう、使用施設等において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するも
のであること。ただし、空気中に放射性物質が飛散するおそれのないときは、この限り
でない。

二 周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を低減できるよう、使用施設等にお
いて発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること。

2 廃棄施設には、放射性廃棄物を保管廃棄する場合は、次に掲げるところにより、保管廃棄施
設を設けなければならない。

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものであること。

二 外部と区画されたものであること。

三 放射性廃棄物を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設けるもので
あること。

四 放射性廃棄物を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措
置を講じたものであること。

3 放射性廃棄物を廃棄するための施設又は設備には、標識を設けなければならない。
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1.1 気体廃棄物 （省略）

1.2 気体廃棄物の処理方法 （省略）

1.3 気体廃棄物の放出に伴う環境線量評価 （省略）

2.1 液体廃棄物 （省略）

2.2 液体廃棄物の種類と処理方法

2.2.1 高レベル廃液 （省略）

2.2.2 中レベル廃液 （省略）

2.2.3 低レベル廃液 （省略）

2.2.4 極低レベル廃液

これは放射能濃度が3.7×10-3 Bq／cm3未満のもので次の２系統に区分けし

て管理する。

一つは「2.2.3 低レベル廃液」で述べたごとく、低レベル廃液貯槽に受入

れ、放射能濃度測定後、直接又は蒸発缶処理を経て、極低レベル廃液として極

低レベル廃液貯槽(1)（20m3、２基）に一時貯蔵される系統である。

他は、排風機室、サービスエリア、更衣室、放射線管理室、分析室、実験室

等のセル等を除く管理区域から発生する廃液でＡ系列、Ｂ系列の区別なしに極

低レベル廃液貯槽(2)（10m3、２基）に一時貯蔵される系統である。

極低レベル廃液は極低レベル廃液貯槽(1)からタンクローリで事業所内再処

理施設へ搬出する。

なお、極低レベル液貯槽(2)に一時貯蔵された廃液は放射能濃度を確認の上、

極低レベル廃液貯槽(1)へ移送する。もしも、放射能濃度が3.7×10-3 Bq／cm3

を上回るような場合はＢ系列の蒸発缶へ戻し、既述の操作を行う。

2.2.5 廃溶媒 （省略）

2.2.6 一般排水 （省略）

2.3 廃液推定量と放射能濃度 （省略）

3.1 固体廃棄物 （省略）

3.2 固体廃棄物の処理方法 （省略）

3.3 固体廃棄物推定量 （省略）

1.1 気体廃棄物 （変更なし）

1.2 気体廃棄物の処理方法 （変更なし）

1.3 気体廃棄物の放出に伴う環境線量評価 （変更なし）

2.1 液体廃棄物 （変更なし）

2.2 液体廃棄物の種類と処理方法

2.2.1 高レベル廃液 （変更なし）

2.2.2 中レベル廃液 （変更なし）

2.2.3 低レベル廃液 （変更なし）

2.2.4 極低レベル廃液

これは放射能濃度が3.7×10-3 Bq／cm3未満のもので次の２系統に区分けし

て管理する。

一つは「2.2.3 低レベル廃液」で述べたごとく、低レベル廃液貯槽に受入

れ、放射能濃度測定後、直接又は蒸発缶処理を経て、極低レベル廃液として極

低レベル廃液貯槽(1)（20m3、２基）に一時貯蔵される系統である。

他は、排風機室、サービスエリア、更衣室、放射線管理室、分析室、実験室

等のセル等を除く管理区域から発生する廃液でＡ系列、Ｂ系列の区別なしに極

低レベル廃液貯槽(2)（10m3、２基）に一時貯蔵される系統である。

極低レベル廃液は極低レベル廃液貯槽(1)からタンクローリで事業所内再処

理施設へ搬出する。

なお、極低レベル廃液貯槽(2)に一時貯蔵された廃液は放射能濃度を確認の

上、極低レベル廃液貯槽(1)へ移送する。もしも、放射能濃度が3.7×10-3 Bq

／cm3以上の場合はＢ系列の低レベル廃液貯槽を経て、蒸発缶へ戻し、既述の

操作を行う。

2.2.5 廃溶媒 （変更なし）

2.2.6 一般排水 （変更なし）

2.3 廃液推定量と放射能濃度 （変更なし）

3.1 固体廃棄物 （変更なし）

3.2 固体廃棄物の処理方法 （変更なし）

3.3 固体廃棄物推定量 （変更なし）

・記載の適正化
（誤記修正）を
図るため。

・既に使用許可
基準規則の要求
事項を満足して
いるが、極低レ
ベル廃液貯槽(2)
に一時貯留した
廃液について、
基準値以上の廃
液を蒸発缶に移
送する際に低レ
ベル廃液貯槽を
経由する経路を
明確化する。な
お、本変更によ
り使用許可基準
規則の要求事項
を満足している
ことに変わりは
なく、設計変更
及び工事は伴わ
ない。



変 更 前 補 正 後 変更理由

新旧対照表 高レベル放射性物質研究施設 添付書類１ 変更箇所を で示す。

添１－6

[23] 汚染を検査するための設備

第二十五条 密封されていない核燃料物質を使用する場合にあっては、使用施設等には、管理
区域内の放射性物質により汚染されるおそれのある場所から退出する者の放射性物質に
よる汚染を検査するために必要な設備を設けなければならない。

管理区域への立入りは更衣室を通じてのみ行い、他の出入口は緊急時及び特別の許可がある

場合に限り使用する。更衣室では備えつけの退出モニタにより、放射線業務従事者等の退出時

に汚染検査を行う。

[24] 監視設備 （省略）

第二十六条 使用前検査対象施設には、必要に応じて、通常時及び設計評価事故時において、
当該使用前検査対象施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、
及び測定し、並びに設計評価事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場
所に表示できる設備を設けなければならない。

[25] 非常用電源設備 （省略）

第二十七条 使用前検査対象施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合におい
て、監視設備その他当該使用前検査対象施設の安全機能を確保するために必要な設備を
使用することができるように、必要に応じて非常用電源設備を設けなければならない。

[26] 通信連絡設備等 （省略）

第二十八条 使用前検査対象施設が設置される工場等には、設計評価事故が発生した場合にお
いて工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を設け
なければならない。

2 使用前検査対象施設が設置される工場等には、設計評価事故が発生した場合においてその施
設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、専用通信回線を設け
なければならない。

3 専用通信回線は、必要に応じて多様性を確保するものでなければならない。

参考文献 （省略）

表2.1から表22.5 （省略）

図2.1から図6.1 （省略）

[23] 汚染を検査するための設備

第二十五条 密封されていない核燃料物質を使用する場合にあっては、使用施設等には、管理
区域内の放射性物質により汚染されるおそれのある場所から退出する者の放射性物質に
よる汚染を検査するために必要な設備を設けなければならない。

管理区域への立入りは更衣室を通じてのみ行い、他の出入口は緊急時及び特別の許可がある

場合に限り使用する。更衣室では備えつけの退出モニタ又はサーベイメータにより、放射線業

務従事者等の退出時に汚染検査を行う。

[24] 監視設備 （変更なし）

第二十六条 使用前検査対象施設には、必要に応じて、通常時及び設計評価事故時において、
当該使用前検査対象施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、
及び測定し、並びに設計評価事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場
所に表示できる設備を設けなければならない。

[25] 非常用電源設備 （変更なし）

第二十七条 使用前検査対象施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合におい
て、監視設備その他当該使用前検査対象施設の安全機能を確保するために必要な設備を
使用することができるように、必要に応じて非常用電源設備を設けなければならない。

[26] 通信連絡設備等 （変更なし）

第二十八条 使用前検査対象施設が設置される工場等には、設計評価事故が発生した場合にお
いて工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を設け
なければならない。

2 使用前検査対象施設が設置される工場等には、設計評価事故が発生した場合においてその施
設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、専用通信回線を設け
なければならない。

3 専用通信回線は、必要に応じて多様性を確保するものでなければならない。

参考文献 （変更なし）

表2.1から表22.5 （変更なし）

図2.1から図6.1 （変更なし）

・既に使用許可
基準規則の要求
事項を満足して
いるが、現物と
整合するよう汚
染を検査する設
備 に つ い て 、
サーベイメータ
を用いる場合も
あるため、サー
ベイメータを追
記し明確化する。
なお、本変更に
より使用許可基
準規則の要求事
項を満足してい
ることに変わり
はなく、設計変
更及び工事は伴
わない。



変 更 前 補 正 後 変更理由

新旧対照表 高レベル放射性物質研究施設 添付書類１ 変更箇所を で示す。

添１－7

・既に使用許可
基準規則の要求
事項を満足して
いるが、極低レ
ベル廃液貯槽(2)
に一時貯留した
廃液について、
基準値以上の廃
液を蒸発缶に移
送する際に低レ
ベル廃液貯槽を
経由する経路に
適正化する。な
お、本変更によ
り使用許可基準
規則の要求事項
を満足している
ことに変わりは
なく、設計変更
及び工事は伴わ
ない。











































































































核燃料物質使用変更許可申請書の一部補正

本文・◆・・・・・・・・・・・・…　本一1～5

本文図面・・・・・・・・・・・・…　本図一1～3

添付書類1・・・…　　…・・・…　添1－1～8
（使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に

　関する説明書（事故に関するものを除く。））

安全管理棟



新旧対照表 安　全　管　理　棟 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

（省略）

目的番号 使用の目的 区分

（1）

（2）

環境試料、排気・排水試料、作業環境試料、バイオアッセ

イ試料等に含まれるウラン及びプルトニウムの分析方法

の開発並びに分析業務を行う。

放射線測定器の校正用のウラン及びプルトニウム標準線

源の作製並びに放射線測定器の校正を行う。

但し、上記目的は平和利用に限る。

目的番号 使用の方法 室名称

（1＞ 分析方法の開発及び分析業務

①ウラン及びプルトニウムの標準溶液（4×10－1～4 RI分取室、開発実験室

×102Bq／c姐3）の調整を行う。 汚染検査室、放出管理

②①で得た溶液のトレーサ量（6×1瞳L以下／件）を環 室、排水分析室1、排

境試料、排気・排水試料、作業環境試料に加え分析方 水分析室2、放射線測

法の検討を行い、また分析業務を行う。 定室、分光分析天秤室

（2） 放射線測定器校正用線源の調整及び校正

①トレーサ量（4×10ヨ～4×103Bq）のウランあるい RI分取室、開発実験室

はプルトニウムをステンレス板に電着し焼付け処理

により固定する。

②①により作製したウランあるいはプルトニウム電着 放射線測定室、RI保管

線源を用いて放射線測定器の校正を行う。 室

上記の各目的番号に示す核燃料物質の使用に伴って発生

し、廃棄施設へ廃棄する前段階のものであって、これか

ら廃棄しようとするものを取り扱う作業を行う。

①汚染の拡大防止のための梱包

フード又は管理区域内で不要となった物品等のうち、

汚染拡大防止措置が必要なものを、ビニルシート又は

共通
　ビニル袋等により梱包する。

②所定の容器への収納
全ての室

上記①で発生したものを所定の容器に収納する。
劔

③その他上記に関連する作業

運搬、選別、詰め替え等を行う。

これらの作業時には、火災防止（上記①、②及び③で発

生したものの金属製容器又は金属製保管庫への収納等）、

その他の保安上必要な措置を講じる。

注）分析業務の中には、研究所内各施設からの排気・排水試料の受渡し及び保管を含む。

補 正　　後

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

（変更なし）

目的番号 使用の目的 区分

（1）

（2）

環境試料、排気・排水試料、作業環境試料、バイオアッセ

イ試料等に含まれるウラン及びプルトニウムの分析方法

の開発並びに分析業務を行う。

放射線測定器の校正用のウラン及びプルトニウム標準線

源の作製並びに放射線測定器の校正を行う。

但し、上記目的は平和利用に限る。

目的番号 使用の方法 室名称

（1） 分析方法の開発及び分析業務

①ウラン及びプルトニウムの標準溶液（4×10　1～4 RI分取室、開発実験室

×102Bq／c盈3）の調整を行う。 汚染検査室、放出管理

②①で得た溶液のトレーサ量（6×10」虹以下／件）を 室、排水分析室1、排

環境試料、排気・排水試料、作業環境試料に加え分析方 水分析室2、放射線測

法の検討を行い、また分析業務を行う。 定室、分光分析天秤室

（2） 放射線測定器校正用線源の調整及び校正

①トレーサ量（4×10ヨ～4×103Bq）のウランあるい RI分取室、開発実験室

はプルトニウムをステンレス板に電着し焼付け処理に

より固定する。

②①により作製したウランあるいはプルトニウム電着線 放射線測定室、RI保管

源を用いて放射線測定器の校正を行う。 室

上記の各目的番号に示す核燃料物質の使用に伴って発生

し、廃棄施設へ廃棄する前段階のものであって、これから

廃棄しようとするものを取り扱う作業を行う。

①汚染の拡大防止のための梱包

フード又は管理区域内で不要となった物品等のうち、

汚染拡大防止措置が必要なものを、ビニルシート又は

ビニル袋等により梱包する。
共通

②所定の容器への収納
全ての室

上記①で発生したものを所定の容器に収納する。

③その他上記に関連する作業

運搬、選別、詰め替え等を行う。

これらの作業時には、火災防止（上記①、②及び③で発生

したものの金属製容器又は金属製保管庫への収納等）、そ

の他の保安上必要な措置を講じる。

注）分析業務の中には、研究所内各施設からの排気・排水試料の受渡し及び保管を含む。

本一1

で示す。

変更理由

・ SI単位への表

記に記載を統一一

するため。



新旧対照表 安　全　管　理　棟 本　文 変更箇所を で示す。

変　　更　　前 補　　正　　後 変更理由

3． 核燃料物質の種類 （省略） 3． 核燃料物質の種類 （変更なし）

4． 使用の場所 （省略） 4． 使用の場所 （変更なし）

5． 予定使用期間及び年間予定使用量 （省略） 5。 予定使用期間及び年間予定使用量 （変更なし）

6。 使用済燃料の処分の方法 （省略） 6． 使用済燃料の処分の方法 （変更なし）

7． 使用施設の位置、 構造及び設備 7． 使用施設の位置、 構造及び設備

7－1　使用施設の位置 7－1　使用施設の位置

（1＞敷地の位置 （1）敷地の位置

核燃料サイクル工学研究所の位置は、核燃料サイクル工学研究所共通編の 核燃料サイクル工学研究所の位置は、核燃料サイクル工学研究所共通編の

とおりである。 とおりである。

（2）建家の位置 （2＞建家の位置

本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北側中央部に位置する。道 本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北側中央部に位置する。道

路を隔てて東方には再処理施設、南東には応用試験棟、北方には工務技術 路を隔てて東方には再処理施設、南東には応用試験棟、北方には工務技術

管理棟がある。本施設は、海岸からおよそ曲、標高8．5里のところにある。 管理棟がある。本施設は、海岸からおよそ840皿、標高8．5阻のところにあ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 ・茨城港常陸那珂

る。 港区の整備に伴

使用施設の位置 このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約8．5孤以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 使用施設の位置 このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約8．5狙以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 う施設と海岸の

の場所に位置しているため、河川による洪水、津波・高潮による被害を受け の場所に位置しているため、河川による洪水、津波・高潮による被害を受け 距離の変更のた

　勘
るおそれはない。また、敷地は平坦で排水性がよく、建家は安定した地層 るおそれはない。また、敷地は平坦で排水性がよく、建家は安定した地層

め。

に支持されているため、地滑り・陥没等のおそれはない。 に支持されているため、地滑り・陥没等のおそれはない。
・ SI単位への表

（3）使用施設の位置 （3）使用施設の位置 記に記載を統一

本施設の使用施設として、2階に汚染検査室、放出管理室、排水分析室1、 本施設の使用施設として、2階に汚染検査室、放出管理室、排水分析室1、
するため。

排水分析室2、放射線測定室、分光分析天秤室、RI保管室、　RI分取室及び 排水分析室2、放射線測定室、分光分析天秤室、RI保管室、　RI分取室及び

開発実験室がある。 開発実験室がある。

本施設の平面図を図7－1－1に示す。 本施設の平面図を図7－1－1に示す。

7－2　使用施設の構造

o

（省略） 7－2　使用施設の構造 （変更なし）

、

本一2



新旧対照表 安　全　管　理　棟 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

7－3　使用施設の設備
叩

使用設備の名称 個数 仕　様

フード 耐震設計：水平震度0．24
5台

（排水分析室1） 風速：0。5虹s以上（1／3開口）　　　　一一

フード 耐震設計：水平震度0．24
5台

（排水分析室2） 風速：0．5虹s以上（1／3開口）　　　　一一

フード 耐震設計：水平震度0．24
6台

（開発実験室）
風速：0．5耐s以上（1／3開口）　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

フード 耐震設計：水平震度0．24

（RI分取室）
1台

風速：0．5凪／s以上（1／3開口）　　　　一一

放射線管理設備 1式 エアスニファ、退出モニタ、サーベイメータ

核燃料サイクル工学研究所内に設置されている自家用発電機か

非常用設備

　非常用電源
1式

ら、必要最小限の電気を確保する。この自家用発電機に接続さ

れている負荷は、フード系排風機、放射線管理機器（エアスニ

ファ）、非常用照明、通報装置、誘導灯である。

8．貯蔵施設の位置、構造及び設備

　8－1　貯蔵施設の位置

8－2　貯蔵施設の構造

8－3　貯蔵施設の設備

（省略）

（省略）

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 内容物の主な物理・化学的性状 仕　様

RI保管室

保管庫
1台

100gU

32且gPu

酸化ウラン

硝酸ウラニル

ウラン（単体）

固体

液体

固体 鋼製

耐火金庫
硝酸プルトニウム

プルトニウム

液体

電着線源

貯蔵設備の名称
　　　　　鴫

個数　　　　　　　　　　　　　　　仕　様

放射線管理設備 「7－3　使用施設の設備」と同じ

非常用設備

　非常用電源
「7－3　使用施設の設備」と同じ

補 正　　後

7－3　使用施設の設備

使用設備の名称 個数 仕　様

フード

（排水分析室1）
5台

耐震設計：水平震度0．24
風速：0．5虹s以上（1／3開口）　　　　　　　　　　　一

フード

（排水分析室2）
5台

耐震設計：水平震度0．24
風速：0。5鋤／s以上（1／3開口）　　　　　　　　　　　一

フード

（開発実験室）
6台

耐震設計：水平震度0．24
風速：0．5凪／s以上（1／3開口）　　　　　　　　　　　一

フード

（RI分取室）
1台

耐震設計：水平震度0．24
風速：0．5醇s以上（1／3開口）　　　　　　　　　　　一

放射線管理設備 1式 エアスニファ、退出モニタ、サーベイメータ

非常用設備

　非常用電源
1式

核燃料サイクル工学研究所内に設置されている自家用発電機か

ら、必要最小限の電気を確保する。この自家用発電機に接続さ

れている負荷は、フード系排風機、放射線管理機器（エアスニ

ファ）、非常用照明、通報装置、誘導灯である。

8　貯蔵施設の位置、構造及び設備

　8－1　貯蔵施設の位置

8－2　貯蔵施設の構造

8－3　貯蔵施設の設備

（変更なし）

（変更なし）

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 内容物の主な物理・化学的性状 仕　様

RI保管室

保管庫
1台

100＿gU

32」左gPu

酸化ウラン

硝酸ウラニル

ウラン（単体）

固体

液体

固体 鋼製

耐火金庫
硝酸プルトニウム

プルトニウム

液体

電着線源

貯蔵設備の名称 個数　　　　　　　　　　　　　　　仕　様二

放射線管理設備 「7－3　使用施設の設備」と同じ

非常用設備

　非常用電源
「7－3　使用施設の設備」と同じ

本一3

で示す。

変更理由

・SI単位への表

記に記載を統一

するため。

・ 表記の見直しを

図るため。

・ SI単位への表

記に記載を統一

するため。



新旧対照表 安　全　管　理　棟 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

9．廃棄施設の位置、構造及び設備

　9－1　気体廃棄施設

　　9－1－1　気体廃棄施設の位置

　　9－1－2　気体廃棄施設の構造

　　9－1－3　気体廃棄施設の設備

（省略）

（省略）

（省略）

気体廃棄設備の名称 仕　様

排風機

管理区域の排気系統は、1系統からなる。

排風機：2基　　　　　　　公称能力　　　　　基数

　排風機（作業時）　　　　約280阻3／皿iH　　　1基
排礁（未作業時）　約66阻・jiR　　l基

排気フィルタ
高性能エアフィルタ　　2段
　捕集効率　　0．15μmの粒子で99．97％　　　　　　　　一一

排気筒 内径900㎜

放射線管理設備 「7－3　使用施設の設備」と同じ

非常用設備

　非常用電源
「誓3　使用施設の設備」と同じ

9－2　液体廃棄施設

　9－2－1　液体廃棄施設の位置

　9－2－2　液体廃棄施設の構造

（省略）

（省略）

液体廃棄施設の名称 構　造 床面積（M2） 設　計　仕　様

耐震設計：水平震度0．2

建築基準法に基づく耐火構造
鉄筋コンクリート

耐震耐火構造
床：エポキシ樹脂ライニング

安全管理棟

排水貯槽室
地階 約40憩2　　…

壁：塩化ビニル樹脂塗装仕上げ

天井：コンクリート打放

配置図を図9－2一
室内に、図9－2－3に示す排水受

1に示す。
槽を設置しており、周りには防液堤

が設けられている。

補　　正　　後

9．廃棄施設の位置、構造及び設備

　9－1　気体廃棄施設

　　9－1－1　気体廃棄施設の位置

　　9－1－2　気体廃棄施設の構造

　　9－1－3　気体廃棄施設の設備

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

気体廃棄設備の名称 仕　様

排風機

管理区域の排気系統は、1系統からなる。

排風機：2基　　　　　　　公称能力　　　　　基数

　排風機（作業時）　　　　約280租3加i鷺　　　1基

排礁（未作業時）　約66緬n　　・基

排気フィルタ
高性能エアフィルタ　　2段
　捕集効率　　0．15μ斑の粒子で99．97％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

排気筒 内径900鶏斑

放射線管理設備 「7－3　使用施設の設備」と同じ

非常用設備

　非常用電源
「7－3　使用施設の設備」と同じ

9－2　液体廃棄施設

　9－2－1　液体廃棄施設の位置

　9－2－2　液体廃棄施設の構造

（変更なし）

（変更なし）

液体廃棄施設の名称 構　造 床面積⑰2） 設　計　仕　様

耐震設計：水平震度0．2

建築基準法に基づく耐火構造
鉄筋コンクリート

耐震・耐火構造
床：エポキシ樹脂ライニング

安全管理棟 壁：塩化ビニル樹脂塗装仕上げ
地階 約40

排水貯槽室 天井：コンクリマト打放

配置図を図9－2一
室内に、図9－2－3に示す排水受

1に示す。
槽を設置しており、周りには防液堤

が設けられている。

本一4

で示す。

変更理由

・ 表記の見直しを

図るため。

・ SI単位への表

記に記載を統一

するため。

・表記の見直しを

図るため。

・ 表記の見直しを

図るため。



新旧対照表 安　全　管　理　棟 本　文 変更箇所を で示す。

変　　更　　前

　9－2－3　液体廃棄施設の設備

9－3　固体廃棄施設

　9－3－1　固体廃棄施設の位置

　9－3－2　固体廃棄施設の構造

　9－3－3　固体廃棄施設の設備

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

補　　正　　後

　9－2－3　液体廃棄施設の設備

9－3　固体廃棄施殺

　9－3－1　固体廃棄施設の位置

　9－3－2　固体廃棄施設の構造

　9－3－3　固体廃棄施設の設備

（変更なし）

（変更なし〉

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

変更理由

本ゐ



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変 更 前

鯉繊
　貯蔵庫

管理区域出入繋

　フード

　　　　　　　図7－1－1　安全管理棟2階管理区域平面図

図9－1－1　給排気系統図

靴瞬）　ご

（省略）

本　文　図　面 変更箇所を 又は《：：：：）で示す。

補　　正 後
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　　　　　　　　　　安全管理棟2階管理区域平面図

g

（変更なし）

変更理由

・ SI単位への表

記に記載を統一

するため。

・ 扉の有無及び開

閉方向の見直し

を図るため。

本図一1



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

l　　l　　l　量一等
l　　l　　し＿1　・
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図9－2－1　液体廃棄施設の配置図

図9－2－2　排水系統図
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本　文　図　面 変更箇所を 又は（：：：：）で示す。

補　　正　　後
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図9－2－1　液体廃棄施設の配置図

図9－2－2　排水系統図 （変更なし）

変更理由

・SI単位への表

記に記載を統一

するため。

本図一2



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変 更 前
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図9－3－1　固体廃棄施設の位置（安全管理棟2階）

本　文　図　面 変更箇所を 又は（：：：：ll）で示す。

補 正 後
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図9－3－1　固体廃棄施設の位置（安全管理棟2階）

変更理由

・SI単位への表

記に記載を統一

するため。

・ 扉の有無及び開

閉方向の見直し

を図るため。

本図一3



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　更　e前

1．閉じ込めの機能

1．1概要

1．2　換気設備

（省略）

（省略）

1．3　管理区域

　本施設の管理区域内において放射線業務従事者が遵守すべき一般的原則を次に示す。

　（1）管理区域への立入りは所定の出入り口（以下「指定出入口」という。）のみを使用し、他

　　　　の出入口は緊急時及び特別の許可のある場合以外は使用しない。

　（2）　管理区域外への退出の際には、指定出入口に設置される退出モニタ又はサーベイメータに

　　　　より汚染を検査し、異常のないことを確認した後に退出する。

　　（3）　管理区域へ立入るための必要防護装備は、作業衣、作業靴である。これらの防護装備の着

　　　　脱は原則として汚染検査室において行う。その他作業内容に応じてゴム手袋等を使用する。

（4）

（5）

（6）

（7）

2．遮蔽

管理区域内で使用する防護装備、作業衣等は、管理区域外では使用しない。

管理区域内で作業を行う者及び一時立入りを許可された者は、TLDバッジを装着する。

管理区域内での飲食及び喫煙を禁止する。

管理区域外に物品を搬出する場合には、必ず搬出サーベイを行い、汚染のないことを確認

した後搬出する。

2．1概要

2．2実効線量の評価

　（1）　保管廃棄施設の廃棄物に起因する線量

（省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

1．閉じ込めの機能

Ll概要

1．2　換気設備

（変更なし）

（変更なし）

1．3　管理区域

　本施設の管理区域内において放射線業務従事者が遵守すべき一般的原則を次に示す。

　（1）管理区域への立入りは所定の出入り口（以下「指定出入口」という。）のみを使用し、他

　　　　の出入口は緊急時及び特別の許可のある場合以外は使用しない。

　（2）管理区域外への退出の際には、指定出入口に設置される退出モニタ又はサーベイメータに

　　　　より汚染を検査し、異常のないことを確認した後に退出する。

　（3）　管理区域へ立入るための必要防護装備は、作業衣、作業靴である。これらの防護装備の着

　　　　脱は原則として汚染検査室において行う。その他作業内容に応じてゴム手袋等を使用する。

（4）

（5）

（6）

（7）

2．遮蔽

管理区域内で使用する防護装備、作業衣等は、管理区域外では使用しない。

管理区域内で作業を行う者及び一時立入りを許可された者は、個人線量計を装着する。

管理区域内での飲食及び喫煙を禁止する。

管理区域外に物品を搬出する場合には、必ず搬出サーベイを行い、汚染のないことを確認

した後搬出する。

2．1概要

2．2実効線量の評価

　（1）　保管廃棄施設の廃棄物に起因する線量

（変更なし）

添1－1

で示す。

変更理由

・許可の変更では

あるが、既に保安

規定変更認可（令

和4年12月20
日付け原規規発

第22122e3号）
を受けて規定済

みの個人線量計
の種類を特定し
ない記載への変
更内容と整合を
図るため。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

1）計算条件 （省略）

2）計算方法

　　計算は、放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル（1）に記載された方法により行う。また、

各核種の実効線量率定数は、アイソトープ手帳11版（2）に記載された数値を用いる。

　　なお、236Puについては、実効線量率定数がアイソトープ手帳11版（2＞に記載されていないた・

め、放射線データブック（3＞の236Puの放射線のエネルギー（MeV）、放出率（％）を用い、アイ

　ソトープ手帳ll版（2｝の実効線量率定数の計算式に従って求める。

　　実効線量Eは、次式で求められる。

　E＝r’　×A　×　（1／d2）×　h

　　E　　　：実効線量（mSv／週またはmSv／3月、　mSv／年）

　　P　　　：実効線量率定数（mSv・M2・MBq－1・ゼ）

　A　　　：核燃料物質の数量（MBq）

　　d　　　：線源から評価地点までの距離（m）

　　h　　　：　1週間または3月間、年間の存在時間等（h）

3）計算結果 （省略）

2．3評価結果

　（1）　実効線量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

　　　　本施設で廃棄物保管室に保管する廃棄物に起因する実効線量は、人が常時立ち入る場所で

　　　6．96×10－6酪v／週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は1年問につき3．62

　　　×10－4mSvとなり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50　mSvを超えることはない。

　　　また、5年間で1．74×10“3ptSvとなり、平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間の実

　　　効線量限度100mSvについても、これを超えることはない。なお、内部被ばくに係る実効線量

　　　は、固体廃棄物容器から放射性物質が漏れることはないことから0であり、廃棄物に起因する

　　　実効線量に影響しない。

　　　　管理区域境界における実効線量は3．40×1㌍mSv／3月であり、管理区域に係る線量等の1．3

　　　mSv／3月を超えることはない。

　　　　周辺監視区域境界における実効線量は6．09×10ww9　mSv／年であり、周辺監視区域外の線量限度

　　　1mSv／年を超えることはない。

参考文献

　（1）原子力安全技術センター，「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル」　2015

　（2）日本アイソトープ協会，「アイソトープ手帳11版」，平成23年

　（3）村上　悠紀雄編著他　V放射線データブック」，1982

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

1）計算条件 （変更なし）

2）計算方法

　　計算は、放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル（1）に記載された方法により行う。また、

各核種の実効線量率定数は、アイソトープ手帳11版｛2）に記載された数値を用いる。

　　なお、236Puについては、実効線量率定数がアイソトープ手帳11版（2）に記載されていないた

め、放射線データブック（3）の236Puの放射線のエネルギー（MeV）、放出率（％）を用い、アイソ

　トープ手帳11版（2＞の実効線量率定数の計算式に従って求める。

　　実効線量Eは、次式で求められる。

E＝＝］「　×A　×　（1／d2）×　h

　E　　　：実効線量（mSv／週またはmSv／3月、　mSv／年）

　　r　　　：実効線量率定数（mSv噸2・MB¢i・h“t）

　A　　　：核燃料物質の数量（MBq）

　　d　　　：線源から評価地点までの距離（m）｛

　　h　　　：　1週間または3月間、年間の存在時間等（h）

3）計算結果

2．3評価結果

（変更なし）

（1）実効線量

　　　本施設で廃棄物保管室に保管する廃棄物に起因する実効線量は、人が常時立ち入る場所で

　　6．96×1げ触Sv／週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は1年間につき3．62

　　×10“4mSvとなり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50　mSvを超えることはない。

　　また、5年間で1．74×10－3mSvとなり、平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間の

実効線量限度100mSvについても、これを超えることはない。なお、内部被ばくに係る実効線

量は、固体廃棄物容器から放射性物質が漏れることはないことから0であり、廃棄物に起因す

る実効線量に影響しない。

　管理区域境界における実効線量は3．40×10’5　mSv／3月であり、管理区域に係る線量等の1．3

mSv／3月を超えることはない。

　周辺監視区域境界における実効線量は6．　09×10弓皿Sv／年であり、周辺監視区域外の線量限度

1mSv／年を超えることはない。

参考文献

　（1）原子力安全技術センター，「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル」　2015

　（2）日本アイソトープ協会，「アイソトープ手帳11版」，平成23年

　（3）村上　悠紀雄編著他　「放射線データブックj，1982

添1－2

で示す。

変更理由

・ SI単位への表
記に記載を統一
するため。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

3．火災等による損傷の防止 （省略）

4．立ち入りの防止 （省略）

5．自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤

5．2地震による損傷の防止

（省略）

（省略）

5　3津波による損傷の防止

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所の北側中央部に位置し、海岸からおよそ600　m、標高8．5m

のところにあり、周辺の河川、海岸から十分に離れていることから、津波・高潮による被害を受け

るおそれはない。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

3．火災等による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

4．立入りの防止 （章題のみ変更）

5．自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤

5．2地震による損傷の防止

（変更なし）

（変更なし）

5　3津波による損傷の防止

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所の北側中央部に位置し、海岸からおよそ840m、標高8．5m

のところにあり、周辺の河川、海岸から十分に離れていることから、津波・高潮による被害を受け

　るおそれはない。

5。4外部からの衝撃による損傷の防止 （変更なし）

添1－3

で示す。

変更理由

・ 使用施設の位
置、構造及び設備

の基準に関する
規則の改正（令和

2年4月1日施
行。以下、変更理

由欄においては
「法令改正」とい

う。）のため。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 茨城港常陸那珂

港区の整備に伴
う施設と海岸の

距離の変更のた
め。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

6．核燃料物質の臨界防止 （省略）

7．施設検査対象施設の地盤 （省略）

8．地震による損傷の防止 （省略）

9．津波による損傷の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

6．核燃料物質の臨界防止 （規則条文のみ変更）

7．使用前検査対象施設の地盤 （章題及び規則条文のみ変更）

8．地震による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

9．津波による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

添1畷

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

11．施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 （省略）

12．溢水による損傷の防止 （省略）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （省略）

14．飛散物による損傷の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

11．使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止　（章題及び規則条文のみ変更）

12．濫水による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （規則条文のみ変更）

14．飛散物による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

添1－5

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

15．重要度に応じた安全機能の確保 （省略）

16．環境条件を考慮した設計 （省略）

17．検査等を考慮した設計 （省略）

18．施設検査対象施設の共用 （省略）

19．誤操作の防止 （省略）

20．安全避難通路等 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

15．重要度に応じた安全機能の確保 （規則条文のみ変更）

16．環境条件を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

17．検査等を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

18．使用前検査対象施設の共用 （章題及び規則条文のみ変更）

19．誤操作の防止 （規則条文のみ変更）

20．安全避難通路等 （規則条文のみ変更）

添1－6

で示す。

変更理由

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （省略）

22．貯蔵施設 （省略）

23．廃棄施設 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （規則条文のみ変更）

22．貯蔵施設 （変更なし）

23．廃棄施設 （変更なし）

添1－7

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

24．汚染を検査するための設備 （省略）

25．監視設備 （省略）

26．非常用電源設備 （省略）

27．通信連絡設備等 （省略）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

24．汚染を検査するための設備 （変更なし）

25．監視設備 （規則条文のみ変更）

26．非常用電源設備 （規則条文のみ変更）

27．通信連絡設備等 （規則条文のみ変更）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （規則条文のみ変更）

添1－8

で示す。

変更理由

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



核燃料物質使用変更許可申請書の一部補正

本文・・・・・・・・・・・・・・…　本一1～2

本文図面・・・・・・・・・・・・…　本図一1ん2

添付書類1・・・・・・・・・・・…　添1－1～7
（使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に

　関する説明書（事故に関するものを除く。））

室正校器機旺漫十一三
口



新旧対照表 計測機器校正室 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

3．核燃料物質の種類

4．使用の場所

5．予定使用期間及び年間予定使用量

6．使用済燃料の処分の方法

7．使用施設の位置，構造及び設備

　7－1．使用施設の位置

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

使用施設の位置

（1＞敷地の位置

　核燃料サイクル工学研究所の位置は，核燃料サイクル工学研究所共通編の

　とおりである。

（2＞建家の位置

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の南東部に位置する。北西に

はプルトニウム燃料第三開発室が隣接し，東方には中央運転管理棟がある。

本施設は、海岸から約300孤，標高2伽のところにある。

　　このように，周辺の河川，海岸から十分に離れており，海抜約20mの場所

に位置しているため，河川による洪水，津波・高潮による被害を受けるおそ

れはない。また，敷地は平坦で排水性がよく，建家は安定した地層に支持さ

れているため，地滑り・陥没等のおそれはない。

（3）使用施設の位置

　　本施設の使用施設として，照射室（A）及び照射室（B）がある。本施設の平

　面図を図7－1，図7－2に示す。

7－2．使用施設の構造

使用施設の名称 構　造 床面積（醗2） 設計仕様

鉄骨及び軽量発泡コンクリート

鉄筋コンクリート（ピット）

計測機器校正室 耐震・耐火構造 延床面積

照射室（A＞及び 約380蟄2　　一 耐震設計：水平震度0．2

照射室（B） 建家平面図を図7－1，図7－2に （建家内管理区域）

示す。　また，ピット断面図を図

7－3に示す。

補　　正　　後

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

3．核燃料物質の種類

4．使用の場所

5．予定使用期間及び年間予定使用量

6．使用済燃料の処分の方法

7．使用施設の位置，構造及び設備

　7－1．使用施設の位置

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

使用施設の位置

（1＞敷地の位置

　核燃料サイクル工学研究所の位置は，核燃料サイクル工学研究所共通編の

　とおりである。

（2＞建家の位置

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の南東部に位置する。北西に

はプルトニウム燃料第三開発室が隣接し，東方には中央運転管理棟がある。

本施設は、海岸から約640孤，標高20mのところにある。

　　このように，周辺の河川，海岸から十分に離れており，海抜約20孤の場

所に位置しているため，河川による洪水，津波・高潮による被害を受けるお

それはない。また，敷地は平坦で排水性がよく，建家は安定した地層に支持

されているため，地滑り・陥没等のおそれはない。

（3＞使用施設の位置

　　本施設の使用施設として，照射室（A）及び照射室（B）がある。本施設の平

　面図を図7－1，図7－2に示す。

7－2．使用施設の構造

使用施設の名称 構　造 床面積（m2） 設計仕様

鉄骨及び軽量発泡コンクリ・一ト

鉄筋コンクリート（ピット）

計測機器校正室 耐震・耐火構造 延床面積

照射室（A）及び 約380 耐震設計：水平震度0．2

照射室（B＞ 建家平面図を図7－1，図7㌃2に （建家内管理区域）

示す。　また，ピット断面図を図

7－3に示す。

本一1

で示す。

変更理由

・ 茨城港常陸那珂

港区の整備に伴
う施設と海岸の

距離の変更のた
め。

・ SI単位への表
記に記載を統一
するため。

・ 表記の見直しを

図るため。



新旧対照表 計測機器校正室 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

7－3。使用施設の設備

使用設備の名称 個　数 仕　様

線源駆動装置

放射線管理設備

1式

1式

外径寸法：5，000㎜取幽
駆動方式：線源の移動は圧縮空気で行い，格納容

　　　　　器のシャッタの開閉，線源の昇降の制

　　　　　御は，準備室内操作盤で行う。

中性子用エリアモニタ　　2台　（照射室（B＞）

中性子用サーベイメータ　1台

8．貯蔵施設の位置，構造及び設備

　8－1．貯蔵施設の位置

8－2．貯蔵施設の構造

8－3．貯蔵施設の設備

（省略）

（省略）

貯蔵設備の名称 個数
最大 内容物の主な

仕　様
収納量

’

物理・化学的性状

外径寸法：800璽垂×幽
材　質　：ステンレス（外側容器）

格納容器 1台
570璽g

（Pu量）

固体

酸化プルトニウム

パラフィン（外層遮蔽材〉
　上部方向厚さ350㎜　　　　　　　　一

鉛（内層遮蔽材）

上部方向厚さ230㎜
一設置場所：ピット（B）内

外径寸法：約1，800㎜響×900㎜H×

㎜
収納棚 1台

700皿g

（u量）

固体

酸化ウラン

　　　　　400㎜D　　　　　　一

材　質　：鉄

設置場所：ピット（A＞内

錠　　：扉部に1箇所

貯蔵設備の名称 個数 仕　様

放射線管理設備 「7－3　使用施設の設備」と同じ

9．廃棄施設の位置，構造及び設備 （省略）

補 正　　後

7－3．使用施設の設備

使用設備の名称 個　数 仕　様

線源駆動装置

放射線管理設備

1式

1式

外径寸法：5000㎜K×LΩΩ皿
駆動方式：線源の移動は圧縮空気で行い，格納容

　　　　　器のシャッタの開閉，線源の昇降の制

　　　　　御は，準備室内操作盤で行う。

中性子用エリアモニタ　　2台　（照射室（B））

中性子用サーベイメータ　1台

8．貯蔵施設の位置，構造及び設備

　8－1．貯蔵施設の位置

8－2．貯蔵施設の構造

8－3．貯蔵施設の設備

（変更なし）

（変更なし）

貯蔵設備の名称 個数
最大 内容物の主な

仕　様
収納量 物理・化学的性状 瀞

外径寸法：800㎜牧1000㎜φ

一材　質　：ステンレス（外側容器）

格納容器 1台
570』g
（Pu量〉

固体

酸化プルトニウム

パラフィン（外層遮蔽材〉
　上部方向厚さ350㎜　　　　　　　　一

鉛（内層遮蔽材）

上部方向厚さ230㎜
一設置場所：ピット⑧内

’ 外径寸法：約1800㎜阪900㎜H×

収納棚 1台
700』g
（u量〉

固体

酸化ウラン

　　　　　400㎜D

材　質　：鉄

設置場所：ピット（A）内

錠　　：扉部に1箇所

貯蔵設備の名称 個数 仕　様

放射線管理設備 「7－3　使用施設の設備」と同じ

9．廃棄施設の位置，構造及び設備 （変更なし）

本一2

で示す。

変更理由

・SI単位への表

記に記載を統一
するため。

・SI単位への表

記に記載を統一
するため。



新旧対照表 計測機器校正室
変　　更　　前

札例）　％を：管理区域

／／N
図7－1　計測機器校正室平面図（1）

図7－2　計測機器校正室平面図（2） （省略）

本　文　図　面 変更箇所を 又はく：：：：）で示す。

補　　正　　後

凡例）　％：管理区域

／／N
図7－1　計測機器校正室平面図（1）

図7－2　計測機器校正室平面図（2） （変更なし）

変更理由

・ 扉の開閉方向の

見直しを図るた

め。

本図一1



新旧対照表
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変更理由

・ SI単位への表

記に記載を統一

するため。

・ 既に使用施設の

位置、構造及び設

備の基準に関す

る規則（以下「使

用許可基準規則」

という。）の要求

事項を満足して

いるが、ピット

（A＞高さ寸法及び

矢印の記載の適

正化を図るため。

なお、本変更によ

り、使用許可基準

規則の要求事項

を満足している

ことに変わりは

なく、設計変更及

び工事も伴わな

い。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

1．閉じ込めの機能 （省略）

2．遮蔽

　本施設において使用する核燃料物質は濃縮ウラン及びその化合物、並びにプルトニウム及びその化合

物である。濃縮ウラン及びその化合物は、使用する量が少ないことから、遮蔽を要しない。プルトニウ

ム及びその化合物は、貯蔵容器並びにコンクリート壁（厚さ60皿以上）等で遮蔽されているので、常時

立ち入る場所は1皿Sv／週以下となる。また、周辺監視区域境界まで120m以上離れており、前記遮蔽物及

び遮蔽用土堤で遮蔽されているので、周辺監視区域外の線量は250雌旦以下となる。

3．火災等による損傷の防止 （省略）

4．立ち入りの防止 （省略）

補　　正　　後

1．閉じ込めの機能 （変更なし）

2．遮蔽

　本施設において使用する核燃料物質は濃縮ウラン及びその化合物、並びにプルトニウム及びその化合

物である。濃縮ウラン及びその化合物は、使用する量が少ないことから、遮蔽を要しない。プルトニウ

ム及びその化合物は、貯蔵容器並びにコンクリート壁（厚さ60cra以上）等で遮蔽されているので、常

時立ち入る場所はlmSv／週以下となる。また、周辺監視区域境界まで120　m以上離れており、前記遮蔽

物及び遮蔽用土堤で遮蔽されているので、周辺監視区域外の線量は250＿μ遍旦以下となる。

3．火災等による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

4．立入りの防止 （章題のみ変更）

添1－1

で示す。

変更理由

・ SI単位への表
記に記載を統一
するため。

・使用施設の位
置、構造及び設備

の基準に関する
規則の改正（令和

2年4月1日施
行。以下、変更理

由欄においては
「法令改正」とい

う。）のため。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

5．自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤

5．2地震による損傷の防止

（省略）

（省略）

5．3津波による損傷の防止

本施設は、核燃料サイクル工学研究所の南東部に位置し、海岸から約300m、標高20mのところにあ

り、周辺の河川、海岸から十分に離れていることから、津波・高潮による被害を受けるおそれはない。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止

　本施設は、建築基準法に従い風圧力、積雪等の外力も考慮した設計を行っており、台風や積雪等に

よる被害を受けるおそれは少ない。

本施設近傍には比較的大きな一般河川として久慈川と新川があるが、久慈川は北方に約5㎞離れて

おり、新川は水量が少ないため、河川の氾濫による洪水のおそれはない。

6．核燃料物質の臨界防止 （省略）

補　　正　　後

5．自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤

5．2地震による損傷の防止

（変更なし）

（変更なし）

5．3津波による損傷の防止

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所の南東部に位置し、海岸から約640皿、標高20mのところに

あり、周辺の河川、海岸から十分に離れていることから、津波・高潮による被害を受けるおそれはな

い。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止

　本施設は、建築基準法に従い風圧力、積雪等の外力も考慮した設計を行っており、台風や積雪等に

よる被害を受けるおそれは少ない。

　本施設近傍には比較的大きな一般河川として久慈川と新川があるが、久慈川は北方に約5㎞離れて

おり、新川は水量が少ないため、河川の氾濫による洪水のおそれはない。

6．核燃料物質の臨界防止 （規則条文のみ変更）

添1－2

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 茨城港常陸那珂

港区の整備に伴
う施設と海岸の

距離の変更のた
め。

・ SI単位への表
記に記載を統一
するため。

・SI単位への表

記に記載を統一
するため。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

7．施設検査対象施設の地盤 （省略）

8．地震による損傷の防止 （省略）

9．：津波による損傷の防止 （省略）

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

補　　正　　後

7．使用前検査対象施設の地盤 （章題及び規則条文のみ変更）

8．地震による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

9．津波による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

添1－3

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

11．施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 （省略）

12．濫水による損傷の防止 （省略）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （省略）

14．飛散物による損傷の防止 （省略）

15．重要度に応じた安全機能の確保 （省略）

16．環境条件を考慮した設計 （省略）

補　　正　　後

11．使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止　（章題及び規則条文のみ変更）

12．濫水による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （規則条文のみ変更）

14．飛散物による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

15．重要度に応じた安全機能の確保 （規則条文のみ変更）

16．環境条件を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

添1－4

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
あ。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

17．検査等を考慮した設計 （省略）

18．施設検査対象施設の共用 （省略）

19．誤操作の防止 （省略）

20．安全避難通路等 （省略）

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （省略）

22．貯蔵施設 （省略）

補　　正　　後

17．検査等を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

18．使用前検査対象施設の共用 （章題及び規則条文のみ変更）

19．誤操作の防止 （規則条文のみ変更）

20．安全避難通路等 （規則条文のみ変更）

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （規則条文のみ変更）

22．貯蔵施設 （変更なし）

添1ゐ

で示す。

変更理由

・法令改正のた
め。

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

23．廃棄施設 （省略）

24．汚染を検査するための設備 （省略）

25．監視設備 （省略）

26．非常用電源設備 （省略）

補　　正　　後

23．廃棄施設 （変更なし）

24．汚染を検査するための設備 （変更なし）

25．監視設備 （規則条文のみ変更）

26．非常用電源設備 （規則条文のみ変更）

添1－6

で示す。

変更理由

一t

法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を で示す。

変　　更　　前

27．通信連絡設備等 （省略）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （省略）

補　　正　　後

27．通信連絡設備等 （規則条文のみ変更）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （規則条文のみ変更）

変更理由

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

添1－7



象

核燃料物質使用変更許可申請書の一部補正

本文・・・・・・・・・・・・・・…　本一1～3

本文図面・・・・・・・・・・・・…　本図一1

添付書類1・・・・・・・・・・・…　添1－1～7
（使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に

　関する説明書（事故に関するものを除く。））

放射線保健室



新旧対照表 放　射　線　保　健　室 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

（省略）

目的番号 使用の目的 区　分

（1） 内部被ばく測定器の校正等

目的番号 使用の方法 室名称

（1＞ 合成樹脂容器（300個以上）に分割密封したプルトニウム線源と人体等価物

質からなる肺及び臓器等に密封したプルトニウム線源及び天然ウラン線源

をファントムに入れ、装置の校正を行う。

①カプセル線源の使用方法
　（イ）　密封線源174個（1個当たりの放射性物質の量は、約150恥）を1
　　　　組として（ロ〉の要領で使用する。

　（ロ〉肺モニタ校正用胸部ファントムの肺の部分に（イ〉の線源174個を

　　　　そう入する。

　（ハ）　（ロ）のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
　　　　正する。

②臓器線源の使用の方法
　（イ）　密封臓器線源（プルトニウムについては約560旦q、天然ウランにつ

　　　　いては約20幽）（a・右肺、b・左肺、　c・リンパ節、　d・肝臓）を

　　　　　（ロ）以下の要領で使用する。使用する各形状の密封臓器線源の

　　　　内訳及び個数は、次表のとおりである。

傷モニ
タ室、肺

モニタ
室

使用する線源 a・右肺 b・左肺 c・リンパ節 d・肝臓

Pu－238 1個 1個 3個 1個
プルトニウム

P臣239 1個 1個 3個 1個

天然ウラン 1個 1個 3個

（ロ〉肺モニタ校正用人体模擬ファントムに、（イ）の臓器線源を入れる。

（ハ〉　（ロ）のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
　　　正する。

3．核燃料物質の種類

4．使用の場所

5．予定使用期間及び年間予定使用量

6．使用済燃料の処分の方法

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

補　　正　　後

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

（変更なし）

目的番号 使用の目的 区　分

（1） 内部被ばく測定器の校正等

目的番号 使用の方法 室名称

（1＞ 合成樹脂容器（300個以上）に分割密封したプルトニウム線源と人体等価物

質からなる肺及び臓器等に密封したプルトニウム線源及び天然ウラン線源

をファントムに入れ、装置の校正を行う。

①カプセル線源の使用方法
　（イ）　密封線源174個（1個当たりの放射性物質の量は、約150」阯）を
　　　　1組として（ロ〉の要領で使用する。

　（ロ〉肺モニタ校正用胸部ファントムの肺の部分に（イ〉の線源174個を
　　　　そう入する。

　（ハ〉　（ロ）のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
　　　　正する。

②臓器線源の使用の方法
　（イ）密封臓器線源（プルトニウムについては約560』q、天然ウランに
　　　　ついては約20墨q）　（a・右肺、b・左肺、　c・リンパ節、　d・肝臓）

　　　　を（ロ）以下の要領で使用する。使用する各形状の密封臓器線源
　　　　の内訳及び個数は、次表のとおりである。

傷モニ
タ室、肺

モニタ
室

使用する線源 a・右肺 b・左肺 c・リンパ節 d・肝臓

プルトニウム
Pu－238 1個 1個 3個 1個

Pu－239 1個 1個 3個 1個

天然ウラン 1個 1個 3個

（ロ）肺モニタ校正用人体模擬ファントムに、（イ）の臓器線源を入れる。

（ハ〉　（ロ）のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
　　　正する。

核燃料物質の種類

使用の場所

予定使用期間及び年間予定使用量

使用済燃料の処分の方法

一
（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

本一1

で示す。

変更理由

・ SI単位への表

記に記載を統一

するため。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室 本　文 変更箇所を で示す。

変　　更　　前 補　　正　　後 変更理由

7．使用施設の位置、構造及び設備

　7－1．使用施設の位置

7。使用施設の位置、構造及び設備

　7－1。使用施設の位置

使用施設の位置
所に隣接するとともに、

　　このように、周辺の河川、

　れはない。また、

　れているため、地滑り・

（3＞使用施設の位置

（1）敷地の位置

　　核燃料サイクル工学研究所の位置は、核燃料サイクル工学研究所共通編の

　とおりである。

（2）建家の位置

　　本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備

　　　　　　　　　　　　　　海岸から十分に離れており、海抜約10mの場所

　に位置しているため、河川による洪水、津波

　　　　　　　　　敷地は平坦で排水性がよく、

　　　　　　　　　　　　陥没等のおそれはない。

　　本施設の使用施設（傷モニタ室、肺モニタ室）

海岸から約700m、標高約10mのところにある。
　　　一

　　　　　　　　　一
・ 高潮による被害を受けるおそ

建家は安定した地層に支持さ

　の位置を図7－1に示す。

使用施設の位置
所に隣接するとともにぐ海岸から約1200孤、

（1）敷地の位置

　　核燃料サイクル工学研究所の位置は、宥核燃料サイクル工学研究所共通編の

　とおりである。

（2）建家の位置

　　本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備

　　このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約10組の場所

　に位置しているため、河川による洪水、津波

　れはない。また、敷地は平坦で排水性がよく、

　れているため、地滑り・陥没等のおそれはない。

（3）使用施設の位置

　　本施設の使用施設（傷モニタ室、肺モニタ室）

標高約10鐵のところにある。　　　　一

　　　　　　　　　　一
・ 高潮による被害を受けるおそ

　建家は安定した地層に支持さ

　　の位置を図7－1に示す。

馳

7－2．使用施設の構造　　　　　． 7－2．使用施設の構造

使用施設の名称 構　造 床面積（m2） 設　計　仕　様 使用施設の名称 構　造 床面積（斑2） 設　計　仕　様

傷モニタ室

肺モニタ室

平屋鉄筋コンクリート

耐震・耐火構造

建家平面図を図7－1に示す。

27．1斑2　　㎜

36．9m2　　一
耐震設計：水平震度0．2

傷モニタ室

肺モニタ室

平屋鉄筋コンクリート

耐震・耐火構造

建家平面図を図7－1に示す。

27．1

36．9
耐震設計：水平震度0．2

7－3．使用施設の設備 7－3．使用施設の設備

・茨城港常陸那珂

港区の整備に伴

う施設と海岸の

距離の変更のた

め。

・ SI単位への表

記に記載を統一

するため。

・ 表記の見直しを

図るため。

・ SI単位への表

記に記載を統一

するため。

・ 表記の見直しを

図るため。

使用設備の名称 個　数、 仕　様 使用設備の名称 個　数 仕　様

2，400（W）×2400（D）×2900（H）㎜ 2　400（W）×2　400（D）×2　900（H）鉄室

ファントム

1式

1式

200㎜厚、　一

特殊合成樹脂

をそう入

　　　　　　　　　一
52．3エ

　　（人体組織等価物質）人体形体内各臓器に線源

（密封）可能

鉄室

ファントム

1式

1式

200㎜厚、52．3t　－一

特殊合成樹脂（人体組織等価物質）

をそう入（密封）可能

璽

　人体形体内各臓器に線源

8．貯蔵施設の位置、構造及び設備

　8－1．貯蔵施設の位置

　8－2．貯蔵施設の構造

（省略）

8．貯蔵施設の位置、構造及び設備

　8級．貯蔵施設の位置

　8－2。貯蔵施設の構造

（変更なし）

貯蔵施設の名称 構　造 床面積（M2） 設　計　仕　様 貯蔵施設の名称 構　造 床面積（m2） 設　計　仕　様

肺モニタ室
「7－2　使用施設の構

造」と同じ
36．9租2　　　

「7－2　使用施設の構

造」と同じ
肺モニタ室

「7－2　使用施設の構
造」と同じ

36．9
「7－2　使用施設の構

造」と同じ
」

本一2



新旧対照表 放　射　線　保　健　室 本　文 変更箇所を で示す。

変　　更　　前

8－3．貯蔵施設の設備

貯蔵設備の名称 個数
最大

収納量

内容物の主な

物理・化学的性状
仕　様

鋼製貯蔵庫 3個

600．μ£

（Pu量）

　29
（u量）

臓器線源

（人体の肺、肝臓

及びリンパ節形状

の密封線源で、中

に天然ウランまた

はプルトニウムを

含む。主な化学
形：U308、　Pu（NO3）4）

カプセル線源

（合成樹脂製のカ

プセル内に、プル

トニウムを染み込

ませたろ紙を含
む。主な化学形：
Pu（NO3）4）

以下の仕様の鋼製貯蔵庫を3台備え、線

源はケースに入れて貯蔵庫に収納し施

錠管理する。

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：470（W）×390（D）×365（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：344（W＞×433（D＞×512（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：463（W）×479（D）×665（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

9．廃棄施設の位置，構造及び設備 （省略）

補 正 後

8－3．貯蔵施設の設備

貯蔵設備の名称 個数
最大

収納量

内容物の主な

物理・化学的性状
仕　様

鋼製貯蔵庫 3個

600＿μ£

（Pu量）

　2＿9
（u量）

臓器線源

（人体の肺、肝臓

及びリンパ節形状

の密封線源で、中

に天然ウランまた

はプルトニウムを

含む。主な化学
形：U308、　Pu（NO3）4）

カプセル線源

（合成樹脂製のカ

プセル内に、プル

トニウムを染み込

ませたろ紙を含
む。主な化学形l
Pu（NO3）∂

以下の仕様の鋼製貯蔵庫を3台備え、線

源はケースに入れて貯蔵庫に収納し施

錠管理する。

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：470（W＞×390（D）×365（H＞㎜　　　　　　　　　　　　　　　㎜

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：344（W）×433（D）×512（H）醗　　　　　　　　　　　　　　　一

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：463（W）×479（D）×665（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

9．廃棄施設の位置，構造及び設備 （変更なし）

変更理由

・SI単位への表

記に記載を統一一

するため。

本一3



で示す。変更箇所を本文図面放射線保健室新旧対照表

変更理由後正補前更変

・ SI単位への表

記に記載を統一

するため。
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新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

1．閉じ込めの機能 （省略）

2．遮蔽 （省略）

“

3．火災等による損傷の防止 （省略）

4．立ち入りの防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

1．閉じ込めの機能 （変更なし）

2．遮蔽 （変更なし）

3．火災等による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

4．立入りの防止 （章題のみ変更）

添H

で示す。

変更理由

・ 使用施設の位
置、構造及び設備

の基準に関する
規則の改正（令和

2年4月1日施
行。以下、変更理

由欄においては
「法令改正jとい

う。）のため。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

5．自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤 （省略）

5。2地震による損傷の防止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

5．3津波による損傷の防止

本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備所に近接するとともに、海岸か

ら約70伽、標高約10mのところにある。

　このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約10mの場所に位置しているため、河川によ

る洪水、津波・高潮による被害を受けるおそれはない。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止

　本施設は、建築基準法に従い風圧力、積雪等の外力も考慮した設計を行っており、台風や積雪等による被

害を受けるおそれは少ない。

　また、放射線保健室近傍には比較的大きな一般河川として久慈川と新川があるが、久慈川は北方に約5㎞

離れており、新川は水量が少ないため、河川の氾濫による洪水のおそれはない。

6．核燃料物質の臨界防止 （省略）

7．施設検査対象施設の地盤 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

5．自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤 （変更なし）

5．2地震による損傷の防止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（変更なし）

5．3津波による損傷の防止

本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備所に近接するとともに、海岸か

ら約1200m、標高約10　mのところにある。

　このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約10mの場所に位置しているため、河川に

よる洪水、津波・高潮による被害を受けるおそれはない。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止

　本施設は、建築基準法に従い風圧力、積雪等の外力も考慮した設計を行っており、台風や積雪等による被

害を受けるおそれは少ない。

　また、放射線保健室近傍には比較的大きな一般河川として久慈川と新川があるが、久慈川は北方に約5㎞

離れており、新川は水量が少ないため、河川の氾濫による洪水のおそれはない。

6．核燃料物質の臨界防止 （規則条文のみ変更）

7．使用前検査対象施設の地盤 （章題及び規則条文のみ変更）

添1－2

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 茨城港常陸那珂

港区の整備に伴
う施設と海岸の

距離の変更のた
め1

・ SI単位への表
記に記載を統一
するため。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

8．地震による損傷の防止 （省略）

9．津波による損傷の防止 （省略）

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

11．施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

8．地震による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

9．津波による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

11．使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 （章題及び規則条文のみ変更）

添1－3

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

12．濫水による損傷の防止 （省略）

13．化学薬品の：漏えいによる損傷の防止 （省略）

14．飛散物による損傷の防止 （省略）

15．重要度に応じた安全機能の確保 （省略）

16．環境条件を考慮した設計 （省略）

17．検査等を考慮した設計 （省略）

18．施設検査対象施設の共用 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正 後

12．温水による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （規則条文のみ変更）

14．飛散物による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

15．重要度に応じた安全機能の確保 （規則条文のみ変更）

16．環境条件を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

17．検査等を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

18．使用前検査対象施設の共用 （章題及び規則条文のみ変更）

添1－4

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

19．誤操作の防止 （省略）

20．安全避難通路等 （省略）

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （省略）

22．貯蔵施設e （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

19．誤操作の防止 （規則条文のみ変更）

20．安全避難通路等 （規則条文のみ変更）

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （規則条文のみ変更）

22．貯蔵施設 （変更なし）

添1－5

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

23．廃棄施設 （省略）

24．汚染を検査するための設備 （省略）

25．監視設備 （省略）

26．非常用電源設備 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

23．廃棄施設 （変更なし）

24．汚染を検査するための設備 （変更なし）

25．監視設備 （規則条文のみ変更）

26．非常用電源設備 （規則条文のみ変更）

添1－6

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室 添　付　書　類　1 変更箇所を で示す。

変　　更　　前

27．通信連絡設備等 （省略）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （省略）

補　　正　　後

27．通信連絡設備等 （規則条文のみ変更）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （規則条文のみ変更）

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・法令改正のた
め。

添レ7
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